
t平成2 5年4団

桑名駅西地園 【 発 行 】
桑名駅周辺

圓幽霊鬮疊聾ー熟 鴬纖◎暑 整備事務緋

、‘
′≧

.′,
きる ＼ -◆ な ど〆‐ゞふん̂‘

“ こそユ{、 /き.ノ
ー･ ' -“＼も 燕 な,

-
‐‐‐, 三 川

.
〆 ~-′ ?キ

ー 、

、 一

ぐ
ち 導 き

もぎ ,.き ク二つ一汁 な
ふ
きなど

し
き

鬮 2 4 年度の江事が完了しました
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“ “語･皺鬱 孵々さ 繊むき溌 ー 平成25 年度もご -き続き先行
機啜覊撥 歪 建設街区及び桑名駅周辺地区で

工事を進める予定です。
事前にニュース等で案内します
ので、 皆様のご理解 ･ご協力を
お願いします。
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圓第 9 回評価員の会議を開催

平成2 5 年 3 月 2 5 日、 事務所会議室にお
いて、 第9 回評価員の会議を開催しました。
会議では、昨年7 月に行われた審議会委員

の改選結果、第2 0回審議会及び事業進捗状
況を報告し、 評価員の皆様から質問や意見を
いただきました。

会議終了後、 現地視察を行いました。

桑名駅周辺整備事務所
桑名市大字東方 n 6‐6

ましたら、
、丸 副こ下記 でこ m

"

TEL : ( 0 5 9 4 ) 2 4 一 1 3 6 8 、 1 4 3 9

E-m a il: ek ishu jm@c ity .kuwan a lg J p

圏高齢者世帯を対象とした巡回訪問を実施中です
看護師 .介護支援専門員の資格を持つ相談員が、 毎月、 第 2 ･第 4 水曜日に高齢者世帯を対象と

した巡回訪問を実施しています。
訪問の際は、 健康面や介護等の相談など、 お気軽に相談下さい。
なお、事業に関するお問い合わせは、従来どおり事務所職員が対応させていただきます。
′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′'′′′′′‘ ′′′′′′′′′′′/ ′′′′′′′′′′ ′′′′′′′′′′' ′′′′′‘ ′′′′′′′′′' ′′′′′′′′′

圏権利変動層が必要です
仮換地指定後に権利の変動 (相続 贈与 ･譲渡など) がある場合は、 ｢権利変動届書｣ の提出が必
要ですので、 該当する方は事務所までお問い合わせください。
(届出用紙は事務所にあります。)

また、 今後、 相続登記手続きを考えて見える方は、 事業区域内の土地 ･建物についてのみ登録免

許税の減免措置が受けられますので、 事前に備事務所までご相談ください。

圏事業用地の無断使用はできません
市が事業用地として取得した土地は無断使用ができません。 一時使用の希望がある場合は、 ｢行政

財産使用許可申請書｣ の提出が必要ですので、 事務所まで申し出ください。
(申請書は事務所にあります。)

なお、 申請書の提出に当たっては、 必要事項を記入し押印の上、 使用希望日のす週間前には事務

所に提出してください。 (決裁の都合上、 許司書の発行に時間がかかります。)
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圏不動産取得税 (県税) の取り扱いについて
通常、土地を買ったり家を新築すると、県税事務所から ｢不動産取得税｣ の納付書が送付されて
きます。 しかし、 土地区画整理事業により移転した建物については、 新しい建物の評価額から元

の建物の評価額を差し引いた額、つまり、評価上良くなった分について課税するという特例が設

けられています。 (面積要件 :5 0 甫~ 2 4 O m )

軽減措置が受けられますので、納付する前に桑名県税事務所にお問い合わせください。
(問い合わせ先 :桑名県税事務所 窩 (0594) 2 4 一 3 6 1 4 )


